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第 ７ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２９年７月１８日（火）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6 田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・ 7 椋下
むくした

 保
たもつ

・14 宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・15 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

16 中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・17 西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

・18 結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・20 諸
もろ

戸
と

 善
よし

昭
あき

 

22 中野
な か の

 たつ子
こ

・23 片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

                                    以上１０名 

 

欠 席 部 会 委 員    

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・鈴村事務局次長・若松主査 

 

総 合 支 所   久居：加賀担当副主幹 一志：坂口担当主幹 白山：村山担当副主幹 

          美杉：前山主査 

 

議 事 録 署 名 者  14 宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・16 中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出受理取消願について 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第６号 時効取得による所有権の移転について 

 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第５号 非農地証明願について 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第７回第２農地部会を開会いたします。 

       議事録署名人を指名させていただきます。１４番 宮本委員、１６番 中谷

委員、よろしくお願いします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第５

号につきまして、事務局から一括して報告願います。よろしくお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページから９ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から７７で、９ページをご覧いただきますようお願いします。合計件

数は７７件、合計面積は９万２，３６７㎡、その内訳は田が９万４７㎡、畑が

２，３２０㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

       １０ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から３で、合計で件数は３件、合計面積は９，７９１㎡で、その内訳

は田が４，７６６㎡、畑が５，０２５㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が雑種地になっているところは、無断転用の可能性がありま

すので、届出人に対して指導しております。 

       １１ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、駐車場用地。 

       番号２、植林でございます。 

       以上、件数は２件で、合計面積は１，０７７㎡、この内訳は田が６００㎡、

畑が４７７㎡でございます。 

       １２ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出受理取消願につい

てでございます。 

       番号１、これは、平成２５年１０月２８日に駐車場用地で転用届を受理した

案件ですが、売買に変更するため、取消願が提出されております。 

       面積は、田で９２０㎡です。 

       １３ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地。 

       番号２、これは、先ほどの報告第４号で取り消した案件ですが、所有権を移

転して駐車場及び進入路用地とするものです。 

       以上、件数は２件、合計面積は畑で１，４７５㎡でございます。 

       １４ページをお願いいたします。 

       報告第６号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 
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       番号１、権利者     、申請地は畑で１，０６８㎡、取得年月日は昭和

３２年３月１日でございます。 

       以上、件数はこの１件で、権利者は、当該土地を２０年以上にわたり自己の

所有地として維持管理しており、取得時効が完成しております。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局から報告がありましたとおりですので、よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案書１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

       番号１、地区 栗葉、受人     、面積２万５，８６４㎡、渡人   

  、面積１万１，７８３㎡、申請地 稲葉町中山    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積７１４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号２、地区 高岡、受人     、面積１万８，９６２．０６㎡、渡人

      、面積１２万４８９．６１㎡、申請地 一志町高野大垣内   

 、台帳地目・現況地目とも田、面積２，９９３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号３、地区 大三、受人     、面積９，３７７㎡、渡人     、

面積９，３７７㎡、申請地 白山町二本木五反田    、台帳地目・現況地

目とも田、面積１，０１３㎡。 

       これにつきましては、渡人が高齢化のため申請地の所有権を移転し、受人が

営農するものです。 

       次の番号４から番号１２までの所有権移転の事由につきましては、同じ事由

で、公図混乱地のため、登記簿上の用地整理をするもので、番号ごとの説明は

省略させていただきますのでよろしくお願いします。 

       番号４、地区 八手俣、受人     、面積３，０１４㎡、渡人    

 、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・現

況地目とも田、面積８０㎡。 

       番号５、地区 八手俣、受人     、面積３，０４６㎡、渡人    

 、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・現

況地目とも田、面積１７６㎡。 

       番号６、地区 八手俣、受人     、面積２万６７１㎡、渡人    

 、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・現

況地目とも田、面積１，３９９㎡外１筆、合計面積２，１６０㎡。 

       番号７、地区 八手俣、受人     、面積３，２８５㎡、渡人    

 、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・現

況地目とも田、面積６９㎡。 

       番号８、地区 八手俣、受人     、面積１，６２８㎡、渡人    
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 、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・現

況地目とも田、面積１４０㎡外４筆、合計面積１，５２７㎡。 

       番号９、地区 八手俣、受人     、面積２，４６１㎡、渡人    

 、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・現

況地目とも田、面積７８１㎡。 

       番号１０、地区 八手俣、受人     、面積１，６９７．８７㎡、渡人

     、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳

地目・現況地目とも田、面積５４４㎡外１筆で、１６ページのほうに移ります

けども、合計面積１，３２１㎡。 

       番号１１、地区 八手俣、受人     、面積２，７７０㎡、渡人   

  、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・

現況地目とも田、面積１，８３１㎡外２筆、合計面積３，２８２㎡。 

       番号１２、地区 八手俣、受人     、面積３，００５㎡、渡人   

  、面積２万３０８㎡、申請地 美杉町八手俣脇ヶ野    、台帳地目・

現況地目とも田、面積４４２㎡。 

       以上、件数は１２件、合計面積は１万４，５５８㎡、このうち田が１万３，

８４４㎡、畑が７１４㎡でございます。 

       いずれの案件も、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見を伺います。 

       １番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。去る７月７日に諸戸部会長、田口委員、地元推進

委員、事務局職員、私とで現場を見てまいりました。場所は    から北へ

約２５０ｍのところでございます。事務局の説明のとおりで何ら問題はないと

考えますので、よろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 

 

片岡委員   すみません、２３番の片岡でございます。７月７日に守山会長、宮本委員、

私、事務局２名、地元推進委員と立ち会った結果、事務局から説明ありました

とおりでございますので、その点十分ご審議いただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。７月７日に西森、中谷両委員と地元推進委員、総合支所

の担当者２名で確認をしてまいりました。場所は    沿いにある    

南側に広がる水田地帯のほぼ真ん中あたりにあります。事務局の説明どおりで
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何ら問題はないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       ４番から１２番、よろしくお願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。それでは、たくさんありますので。それでは、４番から

次のページまで全部言わせていただきます。 

       まず、４番で７日の日に事務局、私、地元推進委員とで現地の確認をいたし

ました。事由としては道路改良工事につき、登記簿の用地整備のためというこ

とで、代表の    に３条移転をするということでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

       それから、あとは同一案件でございますので、以上です。 

 

議  長   それでは、地元委員からの説明がございましたので、皆さん方のご意見をお

伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案書１７ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでございま

す。 

       番号１、地区 栗葉、申請者     、申請地 庄田町西川原    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積５１５㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は２０２．１２㎡、パネル同士が日影になるのを避けるため、

間隔を広目にとったことから、設置率は転用面積の３９．２％になります。 

       なお、当該申請地は、    との共有名義になっていることから、この申

請は、    の持分２分の１についての申請で、これとは別に、    の

持分２分の１につきましては、議案第４号で農地法第５条第１項の規定による

許可申請が提出されております。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 波瀬、申請者     （株）代表取締役     、申請

地 一志町波瀬南山    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積４６０

㎡。 

       これにつきましては、平成２５年４月ごろから申請地を駐車場及び集出荷場
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施設用地としており、始末書の提出がありますことから追認しようとするもの

です。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地になります。 

       番号３、地区 波瀬、申請者     、申請地 一志町波瀬廣垣内   

 、台帳地目・現況地目とも田、面積３４３㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は１８７．２㎡、設置率は転用面積の５４．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 高岡、申請者     、申請地 一志町高野上野    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１１４㎡。 

       これにつきましては、平成３年ごろから申請地を居宅敷地と一体利用として

おり、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 大三、申請者     、申請地 白山町二本木野田   

 、台帳地目・現況地目とも畑、面積４３９㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４９９．２㎡、設置率は、申請地の実測面積が９３６．９

６㎡であったことから、転用面積の５３．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は５件、合計面積は１，８７１㎡、このうち田が３４３㎡、畑が

１，５２８㎡でございます。 

       いずれの案件も、農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の

全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番の椋下でございます。これも去る７月７日に諸戸部会長、田口委員、地

元推進委員、久居総合支所職員、私とで確認をさせていただきました。場所は、

    より西へ約１００ｍのところでございまして、事務局の説明のとおり

でございます。何ら問題はないと考えますので、よろしく審議をお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、３番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番、宮本です。    の入り口のところで既に転用されていたようで

ございます。一志総合支所の職員２人、守山会長、片岡委員、私、地元推進委

員の立ち会いのもとで確認をしてまいりました。現況追認のような感じでした。

これが２番です。 

       ３番についても２番の後に現地確認しております。場所は    で相当荒

れている農地になっています。地権者は現在、他所にお住まいのようですが自

らが事業主となり、太陽光発電施設を設置すると説明がありました。その際、

フェンス設置に伴う質問もさせていただきました。何ら問題ないと思います。

よろしくお願いします。 
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議  長   ありがとうございます。 

       ４番、お願いします。 

 

片岡委員   すみません、２３番の片岡でございます。７月７日に守山会長、宮本委員、

私、事務局、地元推進委員と立ち会いの結果、事務局から説明のありましたと

おりでございますので、十分ご審議いただきたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ５番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番の中谷です。７月７日に西森、中谷両委員と地元推進委員と総合支所

職員で確認をさせていただきました。場所は    の北側になり、耕作はさ

れておらず、進入路の利用もないような畑地でした。あとは事務局の説明どお

りで、何ら問題はないかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ただいま地元委員の説明がございましたけど、皆さん方のご意見をお伺いし

たいと思います。いかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議

案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。お願いします。 

 

事 務 局   １８ページ、１９ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人 （株）     代表取締役     、渡人

     、申請地 戸木町八丁山    、台帳地目・現況地とも畑、面積

３００㎡外４筆、合計面積２，０５４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は５９０．４㎡、設置率は、土地が不整形でありますことか

ら、転用面積の２８．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居元町

西浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４２６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を庭園用

地とするものです。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町中

山    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積２０１㎡外２筆、合計面積

９５７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、植林しようとす

るものですが、昭和６０年ごろ既にこの目的で転用されており、渡人から始末

書の提出がありますことから、追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町上

鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３５６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 高岡、受人 （有）     代表取締役     、渡人

     、申請地 一志町高野大垣内    、台帳地目・現況地目とも田、

面積１，２５５㎡外１筆、合計面積４，６５０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を牛舎建

築用地とするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地になります。 

       番号６、地区 高岡、受人     、渡人     、申請地 一志町高

野上野    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積５２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を進入用

道路とするものですが、平成３年ごろ既にこの目的で利用されており、受人か

ら始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 石名原、受人     、渡人     、申請地 美杉町

石名原瀬ノ原    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積１９１㎡外１筆

で、１９ページになりますけども、合計面積４８１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地及び資材置き場用地とするものですが、４０年以上前に既に転用さ

れており、渡人から始末書の提出がありますことから追認しようとするもので

す。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 川上、受人 （株）     代表取締役     、渡人

     、申請地 美杉町川上西ヶ広    、台帳地目・現況地目とも田、

面積１，６３８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４８９．６㎡、設置率は、土地が不整形でありますことか

ら、転用面積の２９．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号９、地区 丹生俣、受人     、渡人     、申請地 美杉町

丹生俣祢宜平    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５０５㎡外１筆、合

計面積９２４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地をバイオ

エネルギー用資材置き場用地とするものです。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 丹生俣、受人     、渡人     、申請地 美杉

町丹生俣祢宜平    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４１６㎡外３筆、

合計面積１，１６７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地をバイオ

エネルギー用資材置き場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１１、地区 下之川、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下之川北小坪谷    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積９．９１㎡

外２筆、合計面積１，２２８．９１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、バイオエネルギ

ー用資材置き場用地とするものですが、申請地は２０年程前に植林されており、

渡人から始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は１１件で、合計面積は、１万３，９３３．９１㎡、このうち田

が８，６２７㎡、畑が５，３０６．９１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見

をお伺いします。 

       １番、２番お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。去る７月７日に現場を見てまいりました。地元推進委員、

会長、部会長及び事務局とで行きました。場所は    から南へ約５０ｍの

ところです。何ら問題ないと思います。 

       次、２番は    から南へ２００ｍぐらいのところです。これも事務局、

地元推進委員、椋下委員、私、諸戸部会長と見てまいりました。これも何ら問

題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番、４番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。３番でございますが、７日に部会長、田口委員、

地元推進委員、事務局職員とで見てまいりました。場所は    から北へ約

３００ｍのところでございまして、事務局説明のとおりでございまして、何ら

問題はないと考えます。 

       それから、４番でございますが、これも７日に部会長、田口委員、地元推進

委員、事務局職員と見てまいりました。場所は    から北へ約１００ｍの

ところでございまして、事務局説明のとおり問題はないと考えますので、よろ

しくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ５番、６番どうぞ。 
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片岡委員   すみません、２３番の片岡でございます。５番、報告させていただきます。

７月７日に守山会長初め、宮本委員、私、事務局、地元推進委員、立ち会いの

もとで現地を確認しました。    は既に大きな    経営をしておりま

して、既存の施設を隣接地に増築されるということになります。 

       それから、６番ですけども、事務局の説明どおりでございますので、何ら問

題はないと判断をしております。どうかよろしくご審議をお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ７番から１１番、よろしくお願いいたします。 

 

結城委員   １８番、結城です。それでは、７番から説明します。７日に地元推進委員と

事務局で現地確認をいたしました。    については建物が現在も建ってお

りますので、これを利用して住居として、現在住んでおられます。    に

ついては資材置き場ということでよろしくお願いしたいと思います。 

       それから、８番、これは７日に会長、部会長、私と美杉の事務局と地元推進

委員と現地を確認いたしました。渡人は申請地の管理ができず、受人は太陽光

発電設備の設置をしたいと。近隣には被害を及ぼすことのないよう、申請地を

取得したいという、太陽エネルギーをしたいということでございます。よろし

くお願いしたいと思います。 

       ９番の八手俣ですが、当該地を借り受けしてバイオエネルギー用の資材置き

場です。 

       それから、１０番の丹生俣については、これも資材置き場となっております

が、これは現在、申請地に木、お茶、草が茂っております。それは整理をして、

それをその場へ置くと。資材として置きたいということでございます。 

       １１番の下之川も同じことでございますが、バイオエネルギーの資材置き場

として使用したいということです。よろしくお願いします。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんに説明をいただきました。ありがとうございます。 

       皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議

案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号は許可することに決定したいと思

います。 

       引き続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（使用貸借）を議題とします。 

       事務局、説明願います。お願いします。 

 

事 務 局   議案書のほうは２０ページをお願いいたします。 
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       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

       番号１、地区 栗葉、借人 （株）     代表取締役     、貸人

     、申請地 森町前川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積

４９７㎡外２筆、合計面積６６９㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に１０年間の使用貸借権を設定し、

申請地を事業所用の駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 庄田町西

川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５１５㎡。 

       これにつきましては、議案第２号、番号１でご審議いただきましたが、  

  の持分２分の１について、双方で２０年間の使用貸借権を設定し、申請地

を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、議案第２号でご説明させていただいたとおり、２０２．

１２㎡、パネル同士が日陰になるのを避けるため、間隔を広目にとったことか

ら、設置率は転用面積の３９．２％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 八ッ山、借人     、貸人     、申請地 白山町

山田野福岡前    、台帳地目・現況地目とも田、面積７２３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３７４．４㎡、転用面積の５１．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件で、合計面積は１，９０７㎡、このうち田が７２３㎡、畑

が１，１８４㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局から説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番と２番をお願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。これも７月７日に諸戸部会長、それから田口委員、

地元推進委員と、それから事務局職員と私とで見てまいりました。場所は  

  の西約５０ｍぐらいのところでございまして、事務局の説明のとおりでご

ざいまして、何ら問題はないと考えますのでよろしくご審議願いたいと思いま

す。 

       それから、２番でございますが、これも７日に行ってまいりましたんですけ

れども、事務局の説明のとおりでございまして、４条の１番と同じ場所でござ

いまして、何ら問題はないと考えますのでよろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番、お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。７月７日に中谷委員、地元推進委員、業者と、事務局、
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私というメンバーで現地確認をさせていただきました。場所なんですが、  

  の北側に    があるんですけど、その川を挟んだ前ぐらいになるんで

すけど、結構、そのあたり、太陽光があるような場所になってきています。そ

この場所でやるということで。現況なんですが、管理された田んぼというよう

な形ではあるんですけれども何もしていないという状況で、田んぼの一番端と

いうような感じなので、何ら問題ないと思います。あとは、事務局の説明どお

りということでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       ただいま地元委員より説明がありましたが、皆さんからのご意見をお伺いし

たいと思います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第５号 非農地証明願についてを議題といたします。 

       事務局、説明願います。お願いします。 

 

事 務 局   議案書２１ページをお願いいたします。 

       議案第５号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 石名原、願出者     、申請地 美杉町石名原越知  

  、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積４４６㎡。 

       これにつきましては、提出されております平成２９年度固定資産課税台帳記

載事項証明書により、申請地には、昭和５１年に床面積１５４．８㎡の倉庫が

建築されていることが確認できます。 

       このことから、申請地は、農地以外の用に供され２０年以上が経過している

土地であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えない

ものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明がありました。地元委員のご意見を伺います。 

 

結城委員   １８番結城です。１番について説明します。事務局と地元推進委員と現地を

確認いたしました。昭和５１年ごろに倉庫が建っています。願出者は農地の変

更手続を忘れて現在に至っていると反省を示しておられました。写真の添付も

されておりますので、何ら問題はないと思います。 

 

議  長   それでいいです。ありがとう。よろしいですか。 

       それでは、地元委員からの説明がありましたが、皆さんからのご意見は。よ



 13 

ろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第５号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については証明することに決定し

たいと思います。 

       次に、別冊ですけど、お配りいたしました議案第６号 農業経営基盤強化促

進法第１８条の規定による農地利用集積計画の決定についてを議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で３万６９４㎡、畑

の賃貸借、使用貸借で５，４２８㎡、契約件数は２３件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借で３万３，５７１㎡、畑の賃貸借で１，

５８７㎡、契約件数は１２件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１万４，３１２㎡、契約

件数は９件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で８，９７２㎡、畑の使用

貸借で５９㎡、契約件数は６件でございます。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて８万７，５４９㎡、

畑の集積が賃貸借、使用貸借で７，０７４㎡、合計契約件数は５０件、合計面

積は９万４，６２３㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区で１５件、一志地区５件、白山地区

５件、合計２５件、合計面積は７万３，４０８㎡でございます。 

       なお、今回の利用集積計画のうち、件数で５０％、面積では７７．６％が認

定農業者に集積されております。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当する案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮いた

だきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。今回の案件のうち、初めに、農業委員会等に

関する法律第３１条の議事参与の制限に該当する案件について、ご審議を願い
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ます。 

       まず、整理番号１２番についてです。 

           委員、退室願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、皆さん、この１件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議をいただきました１

件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。 

       では、入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号４５外５件についてです。 

           委員、一時退室願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、この６件について、いかがでしょうか。どうで

すか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。ありがとうございます。 

       この案件につきましては適正だと認め、市長に進達をお願いします。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議いただき

ます。皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りいたします。ただいま審議いただきました

案件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 



 15 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、これらの案件については適正だと認め、

市長に進達させていただきます。ありがとうございました。 

       以上で、本部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。あり

がとうございます。 

       以上で、第７回第２農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

                                 午後３時０４分 

 

 

上記は、第７回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２９年７月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


